
リニューアル後の「みなとでんさいネットサービス」についてのお知らせ

ご利用料金1

ご利用可能時間2

ご利用いただける時間帯は下記の通り、原則みなとビジネスダイレクトの利用時間と同じです。

3 みなとビジネスダイレクトからでんさいネットへ画面遷移する際、トランザクション認証が必要となります

まず、みなとビジネスダイレクトへログインします。次に、ホーム画面のオプションサービスから「電子債権（でんさい）」
をクリックします。その後カメラ付きトークンを起動し、画面上の2次元コードを読み取ったらトークン画面に表示され
る「トランザクション認証番号（8桁）」を入力しましたら、でんさいトップの画面に遷移できます。

4 口座間送金決済金の入金時限が変更になります

変更前 変更後

でんさい支払期日の当社所定の時間までに決済口座に資金を
ご準備ください

でんさい支払期日の前営業日までに決済口座に資金
をご準備ください

（次ページへ）

7:00 8:00 15:00 22:00 23:55

発生記録請求 当日取引可能時間帯

譲渡記録請求 予約取引可能時間帯

分割譲渡記録請求 当日取引可能時間帯

など 予約取引可能時間帯

割引申込 翌営業日日付以降の申込可能時間帯

譲渡担保申込 翌々営業日日付以降の申込可能時間帯

ご利用いただけません

ご利用いただけません

ご利用いただけません

ご利用いただけません

ご利用いただけません

翌々営業日日付以降の申込可能時間帯ご利用いただけません

ご利用いただけません

平日

土日祝

平日

土日祝

ご利用いただけません

金額（消費税込） リニューアル前

0円 0円

発生記録手数料 当社およびりそなグループ本支店あて(※1） 330円 330円

（債務者・債権者） 他行あて 660円 660円

譲渡記録手数料 当社およびりそなグループ本支店あて（※1） 330円 330円

[分割譲渡手数料] 他行あて 660円 660円

330円 330円

330円 330円

660円 330円

660円 330円

660円 330円

220円 220円

660円 880円

880円 880円

1,100円 880円

2,200円 2,200円

3,300円 3,300円

4,400円 4,400円

1,650円 1,650円

1,650円 1,650円

1,650円 1,650円

4,400円 4,400円

※1「りそなグループ本支店あて」はりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店宛のお取引を含みます。

※2割引専用の銀行口座への決済額入金時にも発生します。

でんさい残高証明書請求手数料（定例発行）

貸倒引当金操入事由に係る証明書の発行

特定記録機関変更記録手数料

記録請求取消手数料

返却取扱手数料

書面記録請求手数料

特例開示手数料

でんさい残高証明書請求手数料（都度発行）

中小企業倒産防止共済制度に係る証明書の発行

口座間送金中止手数料

従

量

料

金

概要

月額基本利用料

でんさい割引申込

でんさい譲渡担保申込

保証記録手数料

支払等記録手数料

変更記録手数料

でんさい入金手数料（※2）



年末年始を跨ぐ でんさい割引・譲渡担保については受付不可日がございます6

ご注意いただきたいこと

① 2024年12月28日（土）～2025年1月7日（火）までの期間は、でんさい割引の実行が不可となります。
② 年末年始を跨いでの割引申込～実行は出来ません。 （例：割引申込日：12/25⇒割引実行日：1/10は不可。年内
にお申込頂きましても、年明けに再度お申込頂く必要がございます。）

③ 割引実行日が2025年1月8日（水）以降となる場合は、2025年1月6日（月）以降にお申込頂く必要がございま
す。

④ システムリニューアル後は割引実行希望日の2営業日前までにお申込頂く必要がございます。

利用者登録について7

ご注意いただきたいこと

システムリニューアル前の利用者登録の変更は、2024年12月20日（金）までの受付となります。
2024年12月23日（月）から12月30日（月）までは受付ができません。

5 各種請求取引を行った際、エラー取引となった場合も課金対象となります。

ご注意いただきたいこと

でんさいネット上で取引先に請求の権限がない場合や、制限があり正常に記録できない場合には、これまで手数料は
いただいていませんでしたが、リニューアル後は手数料がかかります。
・指定許可機能を利用されている取引先へ請求する場合、お客さま自身が「指定許可先」に指定されていない場合
・債権者請求方式を利用されていない取引先に、債権者請求方式で請求した場合
・債権者利用限定特約（債務者利用なし）の取引先に、債権者請求方式で請求した場合
・請求した相手方に、利用制限等が設定されている場合

（以上）


